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令和２年度情報科学技術分野における研究評価計画 

 

令 和 ２ 年 ９ 月 ９ 日 

科学技術・学術審議会 

情 報 委 員 会 

 

１． 評価の目的 

「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」（最終改訂平成 29 年４月文部

科学大臣決定）及び「第 10 期研究計画・評価分科会における研究開発プログラム評価

の試行的実施と研究開発課題の評価の実施について」（平成 31 年４月 17 日科学技術・

学術審議会研究計画・評価分科会）に基づき、新規課題については必要性、有効性、効

率性の観点から評価を行い、その推進、修正等の判断を行う。また、継続課題について

は、進捗状況を評価した上で効果的な実施の観点から研究内容の見直し等の提言を行う。

終了課題については、目標の達成度を確認するとともに、研究成果の更なる発展や活用

に向けた方策等の提言を行う。 

 

２． 評価対象課題 

（１）事前評価 

なし 

（２）中間評価 

・HPCI の運営中間評価 

（３）事後評価 

・スーパーコンピュータ「京」の運営事後評価 

・ポスト「京」で重点的に取り組むべき社会的・科学的課題に関するアプリケー

ション開発・研究開発事後評価 

 

３． 評価方法 

（１）事前評価 

なし 

（２）中間評価 

外部有識者からなる検討会において、必要性、有効性、効率性の観点から評価が

行われた中間評価票（案）(別添様式２)について本委員会で審議し、中間評価結果

（案）（別添様式２）を研究計画・評価分科会へ報告する。 

(３）事後評価 

外部有識者からなる検討会において、必要性、有効性、効率性の観点から評価が

行われた事後評価票（案）(別添様式３)について本委員会で審議し、事後評価結果

（案）（別添様式３）を研究計画・評価分科会へ報告する。 
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４． 評価日程（予定） 

以下の日程で委員会を開催し、２．に示した課題の評価を実施する。 

令和２年 

１２月頃  ２．（２）中間評価の審議 

２月頃 ２．（３）事後評価の審議 

 

５． 留意事項 

（１）利害関係者の範囲 

評価を実施するに当たっては、「文部科学省における研究及び開発に関する評価

指針」にのっとり、公正で透明な評価を行う観点から、原則として利害関係者が評

価に加わらないようにする。利害関係を有する可能性のある者を評価に加える必要

がある場合には、その理由や利害関係の内容を明確にする。 

また、評価を審議するに当たっては、以下のいずれかに該当する委員は、当該課

題の評価に加わらないことを基本とする。 

① 評価対象課題に参画している者 

② 被評価者（実施課題の代表者）と親族関係にある者 

③ 利害関係を有すると自ら判断する者 

④ 情報委員会において、評価に加わらないことが適当であると判断された者 

 

（２）評価に係る負担軽減 

評価を実施するに当たっては、合理的な方法により、可能な限り作業負担の軽減

に努める。 

 

（３）課題の予算規模の明示 

中間評価の際は、原則として対象課題の総額、及び単年度概算要求額を明示するこ

とに努め、評価の検討に資するものとする。 

 

６． その他 

・必要に応じて会議の開催に代えて電子メール等の手段により、委員の意見を提出する

ことができるものとする。 

・評価結果（案）については、あらかじめ評価対象となる課題の内容に応じ、専門分野

が近いなど特に深い知見を有する委員の意見を聞いた上で作成し、委員会で審議する

ことができるものとする。 

・議事録については、発表者による学会発表等の時期を考慮し、記載内容について柔軟

に対応するものとする。 
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別添様式２ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

研究開発課題の中間評価結果 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

平成○○年○○月 

○○委員会 
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○○委員会委員 

 

 

         氏名         所属･職名 

主査    ○○ ○○○   国立○○センター所長 

主査代理  ○○ ○○○   ○○ 

      ○○ ○○○   ○○ 

 

 

 

 

※ 利害関係を有する可能性のある者が評価に加わった場合には、その理由や利害関係の

内容を明確に記載すること。 
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○○課題の概要（※ポンチ絵でも可） 

 

１. 課題実施期間及び評価時期   

平成××年度～平成△△年度 

中間評価 平成◇◇年度及び平成○○年度、事後評価 平成◎◎年度を予定 

 

２． 研究開発概要･目的 

 

３． 研究開発の必要性等 

※ 必要性、有効性、効率性に関する事前評価結果の概要を記載。 

 

４． 予算（執行額）の変遷 

年度 HXX(初年度) … H○○ H○○ H○○ 翌年度以降 総額 

予算額 ○○百万 … ○○百万 ○○百万 ○○百万 ○○百万 

（見込額） 

○○百万 

（見込額） 

執行額 ○○百万 … ○○百万 ○○百万 ○○百万 － － 

(内訳) 科振費 ○○百万 
○○費 ○○百万 

…      

 

５． 課題実施機関･体制 

研究代表者   東京大学○○研究所教授 ○○ ○○○ 

主管研究機関  東京大学、Ａ研究所、Ｂ大学 

共同研究機関  ○○大学、・・・・ 

 

６． その他 

中間評価

実施年度 
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中間評価票 

 

（平成○○年○○月現在） 

１．課題 3名 ○○ 

２．研究開発計画との関係 

 

施策目標：○○・・・・ 

 大目標（概要）：○○・・・・ 

 中目標（概要）：○○・・・・ 

 重点的に推進すべき研究開発の取組(概要)：○○・・・・ 

 本課題が関係するアウトプット指標： 

本課題が関係するアウトカム指標： 

※各々の指標について過去３年程度の状況を簡潔に記載し、評価の参考とする。 

 

 

３．評価結果 

（１）課題の進捗状況      

 

※ 課題の所期の目標の達成に向けて適正な進捗が見られるか。進捗度の判定とその判断

根拠を明確にする。 

 

（２）各観点の再評価 

※ 科学技術の急速な進展や社会や経済情勢の変化等、研究開発を取り巻く状況に応じて、

当初設定された「必要性」、「有効性」、「効率性」の各観点における評価項目及びその

評価基準の妥当性を改めて評価し、必要に応じてその項目・基準の変更を提案する。 

※ 新たに設定された項目・基準に基づき、「必要性」、「有効性」、「効率性」の各評価項目

について、その評価基準の要件を満たしているか評価する。 

 

 

＜必要性＞ 

 

評価項目 

  ○○・・・・・、○○・・・・・、 
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評価基準 

  ○○・・・・・、○○・・・・・、 

 

 ○○・・・・・ 

※ 評価結果を記載。 

 

（評価項目の例） 

科学的・技術的意義（独創性、革新性、先導性、発展性等）、社会的・経済的意義（産業・経済活動の

活性化・高度化、国際競争力の向上、知的財産権の取得・活用、社会的価値（安全・安心で心豊かな社

会等）の創出等）、国費を用いた研究開発としての意義（国や社会のニーズへの適合性、機関の設置目

的や研究目的への適合性、国の関与の必要性・緊急性、他国の先進研究開発との比較における妥当性、

ハイリスク研究や学際・融合領域・領域間連携研究の促進、若手研究者の育成、科学コミュニティの活

性化等）その他国益確保への貢献、政策・施策の企画立案・実施への貢献等 

 

 

＜有効性＞ 

 

評価項目 

  ○○・・・・・、○○・・・・・、 

評価基準 

  ○○・・・・・、○○・・・・・、 

 

 ○○・・・・・ 

※ 評価結果を記載。 

 

（評価項目の例） 

新しい知の創出への貢献、研究開発の質の向上への貢献、実用化・事業化や社会実装に至る全段階を通

じた取組、行政施策、人材の養成、知的基盤の整備への貢献や寄与の程度、（見込まれる）直接・間接

の成果・効果やその他の波及効果の内容等 

 

＜効率性＞ 

 

評価項目 

  ○○・・・・・、○○・・・・・、 

評価基準 

  ○○・・・・・、○○・・・・・、 

 

 ○○・・・・・ 

※ 評価結果を記載。 

 

（評価項目の例） 

計画・実施体制の妥当性、目標・達成管理の向上方策の妥当性、費用構造や費用対効果向上方策の妥当
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性、研究開発の手段やアプローチの妥当性、施策見直し方法等の妥当性等 

（３）今後の研究開発の方向性 

本課題は「継続」、「中止」、「方向転換」する（いずれかに丸をつける）。 

理由：5行程度で理由を記載のこと。 

 

 

（４）その他 

※ 研究開発を進める上での留意事項（倫理的・法的・社会的課題及びそれらへの対応）

等を記載する。 

  
3原則として、事前評価を行った課題の単位で実施することとし、事前評価の単位と 

異なる場合は、課題との関係性について本欄中に明瞭に記載すること。 
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別添様式３ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

研究開発課題の事後評価結果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成○○年○○月 

○○委員会 
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○○委員会委員 

 

 

         氏名         所属･職名 

主査    ○○ ○○○   国立○○センター所長 

主査代理  ○○ ○○○   ○○ 

      ○○ ○○○   ○○ 

 

 

 

 

※ 利害関係を有する可能性のある者が評価に加わった場合には、その理由や利害関係の

内容を明確に記載すること。 
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○○課題の概要（※ポンチ絵でも可） 

 

１． 課題実施期間及び評価実施時期 

平成××年度～平成△△年度 

中間評価 平成◇◇年×月、事後評価 平成◎◎年×月 

 

２． 研究開発概要･目的 

 

３． 研究開発の必要性等 

※ 必要性、有効性、効率性に関する事前又は中間評価結果の概要を記述。 

 

４． 予算（執行額）の変遷 

年度 HXX(初年度) … H○○ H○○ H○○ 総額 

予算額 ○○百万 … ○○百万 ○○百万 ○○百万 ○○百万 

 

執行額 ○○百万 … ○○百万 ○○百万 ○○百万 ○○百万 

 

(内訳) 科振費 ○○百万 

○○費 ○○百万 

…     

 

５． 課題実施機関･体制 

研究代表者   東京大学○○研究所教授 ○○ ○○○ 

主管研究機関  東京大学、Ａ研究所、Ｂ大学 

共同研究機関  ○○大学、・・・・ 

 

６． その他 
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  事後評価票 

 

（平成○○年○○月現在） 

１．課題 4名 ○○・・・・・ 

２．研究開発計画との関係 

 施策目標：○○・・・・ 

 大目標（概要）：○○・・・・ 

 中目標（概要）：○○・・・・ 

 重点的に推進すべき研究開発の取組(概要)：○○・・・・ 

 本課題が関係するアウトプット指標： 

本課題が関係するアウトカム指標： 

※各々の指標について過去３年程度の状況を簡潔に記載し、評価の参考とする。 

 

 

３．評価結果 

（１）課題の達成状況      

※ 課題の所期の目標は達成したか。達成度の判定とその判断根拠を明確にする。 

※ 科学技術の急速な進展や社会や経済情勢の変化等、研究開発を取り巻く状況に応じて、

当初設定された「必要性」、「有効性」、「効率性」の各観点における評価項目及びその

評価基準の妥当性を改めて評価し、必要に応じてその項目・基準の変更を提案する。 

※ 新たに設定された項目・基準に基づき、「必要性」、「有効性」、「効率性」の各評価項目

について、その評価基準の要件を満たしているか評価する。 

 

 

＜必要性＞ 

 

評価項目 

  ○○・・・・・、○○・・・・・、 

評価基準 

  ○○・・・・・、○○・・・・・、 

 

 ○○・・・・・ 

※ 評価結果を記載。 

 

（評価項目の例） 

科学的・技術的意義（独創性、革新性、先導性、発展性等）、社会的・経済的意義（産業・経済活動の

活性化・高度化、国際競争力の向上、知的財産権の取得・活用、社会的価値（安全・安心で心豊かな社
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会等）の創出等）、国費を用いた研究開発としての意義（国や社会のニーズへの適合性、機関の設置目

的や研究目的への適合性、国の関与の必要性・緊急性、他国の先進研究開発との比較における妥当性、

ハイリスク研究や学際・融合領域・領域間連携研究の促進、若手研究者の育成、科学コミュニティの活

性化等）その他国益確保への貢献、政策・施策の企画立案・実施への貢献等 

 

＜有効性＞ 

 

評価項目 

  ○○・・・・・、○○・・・・・、 

評価基準 

  ○○・・・・・、○○・・・・・、 

 

 ○○・・・・・ 

※ 評価結果を記載。 

 

（評価項目の例） 

新しい知の創出への貢献、研究開発の質の向上への貢献、実用化・事業化や社会実装に至る全段階を通

じた取組、行政施策、人材の養成、知的基盤の整備への貢献や寄与の程度、（見込まれる）直接・間接

の成果・効果やその他の波及効果の内容等 

 

＜効率性＞ 

 

評価項目 

  ○○・・・・・、○○・・・・・、 

評価基準 

  ○○・・・・・、○○・・・・・、 

 

 ○○・・・・・ 

※ 評価結果を記載。 

 

（評価項目の例） 

計画・実施体制の妥当性、目標・達成管理の向上方策の妥当性、費用構造や費用対効果向上方策の妥当

性、研究開発の手段やアプローチの妥当性、施策見直し方法等の妥当性等 
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（２）総合評価 

 ①総合評価 

※ どのような成果を得たか、所期の目標との関係、波及効果、倫理的・法的・社会的課

題への対応状況等を記載する。 

 

 ②評価概要 

※本事業の総合的な評価について、簡潔に５～１０行程度で記載する。 

 

（３）今後の展望 

※ 今後の展望も記載のこと。（研究結果を踏まえた今後の展望、予想される効果・効用、

留意事項（研究開発が社会に与える可能性のある影響（倫理的・法的・社会的課題及

びそれらへの対応）を含む。） 

 

4 原則として、事前評価を行った課題の単位で実施することとし、事前評価の単位と 

異なる場合は、課題との関係性について本欄中に明瞭に記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


